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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第２区分
【発行日】令和2年10月15日(2020.10.15)

【公開番号】特開2019-63855(P2019-63855A)
【公開日】平成31年4月25日(2019.4.25)
【年通号数】公開・登録公報2019-016
【出願番号】特願2017-195051(P2017-195051)
【国際特許分類】
   Ｂ２１Ｄ  51/26     (2006.01)
   Ｂ２１Ｄ  43/00     (2006.01)
   Ｂ２１Ｄ  43/12     (2006.01)
   Ｂ６５Ｇ  47/28     (2006.01)
   Ｂ６５Ｇ  15/14     (2006.01)
   Ｂ６５Ｇ  21/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２１Ｄ   51/26     　　　Ｖ
   Ｂ２１Ｄ   43/00     　　　Ｒ
   Ｂ２１Ｄ   43/12     　　　　
   Ｂ６５Ｇ   47/28     　　　Ｆ
   Ｂ６５Ｇ   15/14     　　　　
   Ｂ６５Ｇ   21/20     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月4日(2020.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　缶蓋として用いられる円盤状部材であって厚さ方向へ搬送される当該円盤状部材の搬送
経路に沿って配置されるとともに搬送される当該円盤状部材の周方向における位置が互い
に異なるように配置された複数の上流側案内部材を備え、当該円盤状部材の案内を行う上
流側案内部と、
　搬送される前記円盤状部材の周方向における位置が互いに異なるように配置された複数
の下流側案内部材を備え、前記上流側案内部材により案内されて搬送されてきた当該円盤
状部材の案内を行う下流側案内部と、
を備え、
　前記周方向における前記上流側案内部材の各々の位置と、当該周方向における前記下流
側案内部材の各々の位置とが異なっており、前記上流側案内部および前記下流側案内部の
少なくとも一方が他方に対して進退できるように構成された案内装置。
【請求項２】
　円盤状部材の搬送経路の脇に、前記上流側案内部および前記下流側案内部の両者が位置
する部分が存在し、当該上流側案内部による円盤状部材の案内が行われている最中に当該
下流側案内部による当該円盤状部材の案内が開始されるように構成された請求項１に記載
の案内装置。
【請求項３】
　前記円盤状部材の搬送方向に対して直交する面であって、前記上流側案内部および前記
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下流側案内部の両者を通る当該面において、前記複数の上流側案内部材および前記複数の
下流側案内部材は、同一の円の上に載っている請求項２に記載の案内装置。
【請求項４】
　前記同一の円の周方向において、前記上流側案内部材と前記下流側案内部材とは交互に
配置されている請求項３に記載の案内装置。
【請求項５】
　前記複数の上流側案内部材の端部であって円盤状部材の搬送方向上流側に位置する当該
端部、および、前記複数の下流側案内部材の端部であって円盤状部材の搬送方向下流側に
位置する当該端部の少なくとも一方の端部には、固定箇所に対して固定される被固定部材
が取り付けられ、
　前記被固定部材には、締結部材を通すための貫通孔が形成され、
　前記貫通孔は、長穴形状で形成されている請求項１に記載の案内装置。
【請求項６】
　缶蓋として用いられる円盤状部材の搬送経路に沿って配置された複数の上流側案内部材
を備え、当該円盤状部材の案内を行う上流側案内部と、
　前記搬送経路に沿って配置された複数の下流側案内部材を備え、前記上流側案内部材に
より案内されて搬送されてきた円盤状部材の案内を行う下流側案内部と、
を備え、
　前記上流側案内部が円盤状部材の案内を行う案内領域であって円盤状部材の搬送方向に
おける当該案内領域と、前記下流側案内部が円盤状部材の案内を行う案内領域であって当
該搬送方向における当該案内領域とが当該搬送方向において部分的に重なっているととも
に、当該上流側案内部および当該下流側案内部の少なくとも一方の案内部を他方の案内部
に対して移動させると、当該案内領域同士が重なっている部分の当該搬送方向における長
さが変わるように構成され、
　前記下流側案内部を構成する前記複数の下流側案内部材の各々の長手方向における複数
箇所が、前記上流側案内部に固定され、当該上流側案内部を構成する前記複数の上流側案
内部材の各々の長手方向における複数箇所が、当該下流側案内部に固定される案内装置。
【請求項７】
　前記複数の上流側案内部材のうちの、前記搬送方向における下流側に位置する部分に固
定され、当該複数の上流側案内部材を連結するとともに、前記下流側案内部材に固定され
る第１の固定部材と、
　前記複数の下流側案内部材のうちの、前記搬送方向における上流側に位置する部分に固
定され、当該複数の下流側案内部材を連結するとともに、前記上流側案内部材に固定され
る第２の固定部材と、
をさらに備え、
　前記第１の固定部材および前記第２の固定部材を介して前記上流側案内部材が前記下流
側案内部材に固定されることで、当該上流側案内部材の長手方向における複数箇所が、前
記下流側案内部に固定され、
　前記第１の固定部材および前記第２の固定部材を介して前記下流側案内部材が前記上流
側案内部材に固定されることで、当該下流側案内部材の長手方向における複数箇所が、前
記上流側案内部に固定される請求項６に記載の案内装置。
【請求項８】
　前記第１の固定部材および前記第２の固定部材の各々には、前記一方の案内部が前記他
方の案内部に対して移動する際の移動方向に沿った貫通孔が複数形成され、
　前記複数の下流側案内部材の各々は、前記第１の固定部材の前記貫通孔に通されており
、前記複数の上流側案内部材の各々は、前記第２の固定部材の前記貫通孔に通されている
請求項７に記載の案内装置。
【請求項９】
　缶蓋として用いられる円盤状部材に駆動力を与えて当該円盤状部材を搬送する搬送装置
と、当該搬送装置により搬送される当該円盤状部材の案内を行う案内装置と、を備え、当
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該案内装置が、請求項１乃至８の何れかに記載の案内装置を含んで構成された円盤状部材
移動装置。
【請求項１０】
　缶蓋として用いられる円盤状部材に駆動力を与えて当該円盤状部材を搬送する搬送装置
と、当該搬送装置により搬送される当該円盤状部材の案内を行う案内装置と、当該円盤状
部材に対して予め定められた処理を行う処理装置と、を備え、当該案内装置が、請求項１
乃至８の何れかに記載の案内装置を含んで構成された缶蓋製造システム。
【請求項１１】
　缶蓋として用いられる円盤状部材に駆動力を与えて当該円盤状部材を搬送する搬送装置
と、当該搬送装置により搬送される当該円盤状部材の案内を行う案内装置と、飲料が充填
された缶本体の開口部に対して当該円盤状部材を取り付ける取り付け装置と、を備え、当
該案内装置が、請求項１乃至８の何れかに記載の案内装置を含んで構成された飲料缶製造
システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明が適用される案内装置は、缶蓋として用いられる円盤状部材であって厚さ方向へ
搬送される当該円盤状部材の搬送経路に沿って配置されるとともに搬送される当該円盤状
部材の周方向における位置が互いに異なるように配置された複数の上流側案内部材を備え
、当該円盤状部材の案内を行う上流側案内部と、搬送される前記円盤状部材の周方向にお
ける位置が互いに異なるように配置された複数の下流側案内部材を備え、前記上流側案内
部材により案内されて搬送されてきた当該円盤状部材の案内を行う下流側案内部と、を備
え、前記周方向における前記上流側案内部材の各々の位置と、当該周方向における前記下
流側案内部材の各々の位置とが異なっており、前記上流側案内部および前記下流側案内部
の少なくとも一方が他方に対して進退できるように構成された案内装置である。
　ここで、円盤状部材の搬送経路の脇に、前記上流側案内部および前記下流側案内部の両
者が位置する部分が存在し、当該上流側案内部による円盤状部材の案内が行われている最
中に当該下流側案内部による当該円盤状部材の案内が開始されるように構成されたことを
特徴とすることができる。
　また、前記円盤状部材の搬送方向に対して直交する面であって、前記上流側案内部およ
び前記下流側案内部の両者を通る当該面において、前記複数の上流側案内部材および前記
複数の下流側案内部材は、同一の円の上に載っていることを特徴とすることができる。
　また、前記同一の円の周方向において、前記上流側案内部材と前記下流側案内部材とは
交互に配置されていることを特徴とすることができる。
　また、前記複数の上流側案内部材の端部であって円盤状部材の搬送方向上流側に位置す
る当該端部、および、前記複数の下流側案内部材の端部であって円盤状部材の搬送方向下
流側に位置する当該端部の少なくとも一方の端部には、固定箇所に対して固定される被固
定部材が取り付けられ、前記被固定部材には、締結部材を通すための貫通孔が形成され、
前記貫通孔は、長穴形状で形成されていることを特徴とすることができる。
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